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大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止対策
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大気汚染防止法に基づく建築物の解体等工事に係る石綿飛散防止対策の概要

■平成7年の阪神・淡路大震災で倒壊ビルの解体等に伴う石綿飛散が問題になったことを踏まえ、平成8年に、
石綿の飛散しやすい建築材料を使用した建築物の解体等に対し、届出と作業基準の遵守等が義務付けられた。

■平成17年、石綿健康被害に関する報道を受け、社会的懸念が高まったことを踏まえ、規制対象建築物の規模
要件の撤廃等が行われた。平成18年には大防法が改正され、建築物以外の工作物の解体作業等も規制対象と
された。

■その後も、建築物の解体現場周辺等におけるモニタリング調査において、不適正な取り扱い等に伴う石綿の
飛散事例が散見されたことから、平成25年6月に大防法を改正し、石綿の有無に関する事前調査の義務付け、
工事実施の届出義務者を受注者から発注者に変更する等、規制を強化した。(平成26年6月施行)

■また、従来は規制対象ではなかった石綿含有建材（いわゆるレベル３建材）についても、不適切な除去作業
を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したこと等から、解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底
するため、令和2年6月に大防法を改正し、規制対象を全ての建材に広げること、事前調査の信頼性の確保等
の規制を強化した。（一部の規定を除き令和3年4月1日から施行）

大気汚染防止法に基づく建築物の解体等における石綿飛散防止対策の経緯

■石綿の消費量の約９割は、建材製品に係るものであり、今後、建築物の老朽化等に
伴い、石綿を含む建材を使用した建築物の解体等工事が増加すると見込まれている。

■このため、建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止については、引き続き、十分な対
策を講じていく必要がある。

＜参考＞
石綿を含む製品の製造は、労働安全衛生法に基づき順次規制され、平成18年に全面的に禁止されている。

背景
石綿を含む可能性のある

民間建築物の年度別解体棟数（推計）

出典：社会資本整備審議会建築分科会アスベスト
対策部会（第５回）資料より一部改変
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大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要
（令和2年法律第39号）（R2.6.5公布）

◼ 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等
への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。

＜課題2＞
▼不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし
（見落とされた現場の都道府県等による把握が困難）

事前調査

・作業内容を
都道府県等に届出

届出

＜課題3＞
▼短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が
終わってしまう

石綿含有建材の除去等作業

○ 調査方法を法定化
        ※調査を適切に行うために必要な知識を有する者による書面・現地調査等

○ 一定規模以上等の建築物等について石綿含有建材の
有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告

※環境省と厚生労働省が連携し電子システムによるｺﾈｸﾃｯﾄﾞ・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化
 原則として電子による報告とし、制度開始時より運用。

○ 調査に関する記録の作成・保存の義務付け

レベル１・２なし

現 状 ・ 課 題 主な改正事項

レベル１・２あり

解体等工事

＜課題１＞
規制対象となっていない石綿含有成形板等（レベル３）の
不適切な除去により石綿が飛散

＜規制対象＞
全ての石綿含有建材に拡大
（現状の規制対象の除去作業（約２万件）の5～20倍増）

・ 石綿含有建材の使用の有無を調査
・ 調査結果を発注者に説明

【工事の流れ】

・作業基準の遵守義務
→作業基準適合命令等
→命令違反への罰則

○ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を
 行った場合等の直接罰の創設

○ 下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加

○ 作業結果の発注者への報告の義務付け
○ 作業記録の作成・保存の義務付け

      ※確認を適切に行うために必要な知識を有する者による作業終了の確認

＜課題4＞
▼不適切な作業による石綿含有建材の取り残し

※ レベル３については、相対的に飛散性が低いこと、除去等作業の件数が膨大
となり都道府県等の負担を考慮する必要があることから、届出対象とはせず、
作業基準等の規制の対象とする。
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大気汚染防止法の改正事項と施行日

規制内容 令和3年
4月

令和2年
6月 10月

令和4年
4月

令和5年
10月

特定建築材料以外の石綿含有
建材への規制

一定の知見を有する者
による事前調査の実施

事前調査結果の記録の
作成、保存

事前調査結果の控えの
現場への備え置き

事前調査の方法の
法定化

事前調査結果概要の
都道府県等への報告

知識を有する者による
取り残しの有無の確認

作業の記録

適切に行われたことの確認、
確認結果の記録･保存

作業結果の発注者への
書面での報告、記録

隔離をともなう作業での
石綿漏えいの有無の確認

直接罰の適用

罰則の対象の拡大

事
前
調
査
の
信
頼
性
確
保

適
切
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
確
認

周知、システム整備

周知、調査者の育成
令和5年10月
施行(建築物)

令和４年４月施行

令和３年４月施行

令和３年４月施行

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

改
正
大
防
法
施
行
令
（
政
令
）
・
施
行
規
則
（
省
令
）
の
公
布

改
正
大
気
汚
染
防
止
法
の
公
布

令和3年4月施行

令和8年1月
施行(工作物)
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解体等工事に係る規制概要
※１ 特定建築材料： 吹付け石綿(レベル１)、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材(レベル２)、石綿含有成形板等(レベル３)
※２ 特定工事：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

＜凡例＞
赤枠：R2改正点発注

事前調査（特定建築材料※1の使用有無の調査）（元請又は自主施工者）（第18条の15第1項・第4項）

事前調査結果・届出内容の発注者への説明（元請）（第18条の15第1項）

特定粉じん排出等作業

特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存
（元請・自主施工者）（第18条の23第1項・第2項）

作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存
（元請）（第18条の23第1項）

解体等工事

都道府県知事への作業実
施の届出（発注者・自主
施工者）（第18条の17）

特定建築材料（レベル1～3）あり＝特定工事※2に該当

特定建築材料 (ﾚﾍﾞﾙ1･2)あり

特定建築材料なし

特定建築材料 (ﾚﾍﾞﾙ3のみ)あり

命令違反
(第33条の2第1項第2号)

事前調査結果の掲示（元請・自主施工者）（第18条の15第５項）

下請負人への説明（元請）（第18条の16第3項）

事前調査結果の
・記録の作成・保存（元請・自主施工者）（第18条の15第3項・第4項）

・一定規模以上の場合、都道府県知事への報告（元請・自主施工者）（第18条の15第6項）

基準適合命令等
(第18条の21)

命令違反
(第33条の2第1項第2号)

計画変更命令
(第18条の18)

届出義務違反
(第34条第1項第1号)

除去等措置違反
(第34条第3号)

報告義務違反虚偽
報告(第35条第4号)

除去等の措置 ・作業基準の遵守（元請・下請）
（18条の19・18条の20）
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解体等工事に係る事前調査の方法

◼ 解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書
その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方
法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特
定工事又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。 （法第18条の15第1項）

 事前調査の方法（規則第16条の5）

目視調査書面調査 分析調査

石綿ありと
みなすor

明らかに
ならなかった場合

【令和2年11月30日施行通知】
➢ 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等の石綿が含まれていないことが明

らかなのものであって、当該材料の除去等を行うときに周囲の材料を損傷させるお
それがない作業等は、解体等工事に該当しないため、事前調査も不要。

➢ 解体等工事が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造
し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明
らかである場合は、設置工事着手日の確認を行い、それ以降の調査は不要。
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事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者

 事前調査を行う者（調査を適切に行うために必要な知識を有する者）
（令和2年環境省告示第76号）

➢ 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者 （特定・一般・一戸建て）
または、上記と同等以上の能力を有すると認められる者（一般社団法人日
本アスベスト調査診断協会に登録された者）
※一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る

➢ 工作物石綿事前調査者講習を修了した者

＊設置工事の着手日を書面で確認する作業は、有資格者でなくても行うことができる。
＊施行日前でも有資格者に事前調査を行わせることが望ましい。

 石綿含有建材調査者講習

建築物関係
R5.10.1施行
工作物関係
R8.1.1施行

建築物関係
登録講習機関数：  129機関  （R7.9.17時点）
講習修了者数  ：257,886人（R7.9月末時点）
工作物関係
登録講習機関数：    58機関   （R7.11.11時点）
講習修了者数  ：    16,788人 （R7.9月末時点）

登録講習機関一覧：https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
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事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者(工作物)

 工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施する
ために必要な知識を有する者に行わせなければならない。ただし、特定工作物以
外の工作物については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料
の除去の作業を伴うものに限る。（第16条の5）

Ⅰ １：反応槽、２：加熱炉、３：ボイラー及び圧力容器、４：焼却設備、５：発電設備、６：配電設備、
７：変電設備、８：送電設備、９：配管設備、10：貯蔵設備

Ⅱ ６：煙突、12：トンネルの天井板、13：プラットホームの上家、14：遮音壁、15：軽量盛土保護パネル、
16：鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17：観光用エレベーターの昇降路の囲い

特定工作物

大気汚染防止法施行規則等の一部改正（令和5年6月環境省令第10号）

設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行
うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者（令和2年10月環境省告示第76号）

の一部改正（令和5年6月環境省告示第47号）（令和5年6月23日公布、令和8年1月1日施行）

特定工作物Ⅰ
※建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を

必要とする工作物

工作物石綿事前調査者

特定工作物Ⅱ
※主に建材が使用されている工作物、又は建材類似の工作物

・工作物石綿事前調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・令和５年９月までに日本アスベス
ト調査診断協会に登録された者

特定工作物以外の工作物うち、塗料その他の石綿等が使
用されているおそれがある材料の除去等に係るもの
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト

◼ 令和７年８月に、厚生労働省が、「工作
物石綿事前調査者講習標準テキスト」を改
訂した。

※令和７年11月に一部訂正

◼ このテキストは、登録講習機関が工作物石
綿事前調査者講習を実施するための参考
資料という位置づけ

◼ この資料により、特定工作物の範囲等が
明確にされている。

【工作物石綿事前調査者講習 標準テキスト】

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ma
terial/
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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工作物石綿事前調査者講習標準テキスト
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事前調査の記録及び説明等①

◼ 解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書
その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方
法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特
定工事又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。 （法第18条の15第1項）

◼ 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、
当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

（法第18条の15第3項）

 事前調査の記録等（規則第16条の8第1項）

➢ 調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録

➢ 解体等工事が終了した日から3年間保存

 発注者への説明の書面の写し（規則第16条の8第2項）

➢ 解体等工事が終了した日から3年間保存

県・政令市等
事前調査結果の説明

発注者元請業者
作業実施届出

※レベル１、２作業の場合

事前調査結果の報告
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事前調査の記録及び説明等②

◼ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定める
ところにより、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調
査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいよう
に掲示しなければならない。 （法第18条の15第5項）

 事前調査結果等の掲示（規則第16条の9、第16条の10）
➢ 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ）
➢ 掲示内容：

✓ 事前調査の結果
✓ 解体等工事の元請業者の名称及び住所、法人の代表者氏名等
✓ 調査終了年月日
✓ 建築物等の部分における特定建築材料の種類 など

 現場への備え置き
➢ 解体等工事の施工期間中、現場にある事務所等に備え置き、工事を施工する者や都

道府県等が事前調査に関する記録を現場で確認可能な状態にする。
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事前調査の記録及び説明等③

◼ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を
都道府県知事に報告しなければならない。 （法第18条の15第6項）

 報告の対象（規則第16条の11第1項）

解体工事
床面積合計80m2以上

建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造等工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）
※事前調査結果の報告対象工作物
（令和2年環境省告示第77号）

 報告の内容（規則第16条の11第2項）

➢ 都道府県等が事前調査が適切に行われたか判断できるよう、事前調査の方法及び結
果のほか、建築物等の概要、使用されている建築材料の種類など
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事前調査の記録及び説明等④

 報告の方法（規則第16条の11第4項）

➢ 都道府県等が建築物等の解体等工事に係る事前調査の結果を迅速かつ幅広く把握する
ため、厚生労働省と連携し、事前調査結果の報告に係る電子システムを新たに整備。

➢ 原則として電子による報告とする。建築物に係る報告件数は膨大な数になると考えら
れることから、一度入力した内容の自動入力やスマートフォン等からの入力を可能と
するなど、利便性に配慮。

＊システムの使用が困難な場合は、施行規則の様式による報告書によって行うこともできる。
（例）災害でwebが使えない。スマホやタブレットを持っていない。

電子システム

入力

控え

都道府県等

石綿障害予防規則
【厚生労働省】

大気汚染防止法
【環境省】

報告
労働基準監督署

報告

事業者

コネクテッド・ワンストップ
（複数の手続がどこからでも一か所で実現）

石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
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事前調査について（まとめ）

建築物 特定工作物
Ⅰ

特定工作物
Ⅱ

特定工作物
以外の工作

物

すべての建築物等の解体等工事において事前調査が必要

塗料その他の石
綿等が使用され
ているおそれが
ある材料の除去
作業を伴う場合

建築物石綿含有
建材調査者等に
よる調査が必要

工作物石綿事前
調査者による調
査が必要

建築物石綿含有建材調査者等
又は工作物石綿事前調査者に
よる調査が必要

・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・これらの者と同等以上の能力を
有すると認められる者

建築物石綿含有建材調査者等

※一戸建て等建築物石綿含有建材調査者は、
建築物のうち一戸建て住宅や共同住宅の住戸
の内部のみ事前調査を行うことができます。

Ⅰ １：反応槽、２：加熱炉、３：ボイラー及び圧力容器、４：焼却設備、５：発電設備、６：配電設備、
７：変電設備、８：送電設備、９：配管設備、10：貯蔵設備

Ⅱ ６：煙突、12：トンネルの天井板、13：プラットホームの上家、14：遮音壁、15：軽量盛土保護パネル、
16：鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17：観光用エレベーターの昇降路の囲い

特定工作物

一定規模以上の建築物、
特定工作物に係る解体等
工事において、事前調査
結果の報告が必要

【報告対象】
(建築物)
○解体工事
床面積合計80m2以上
○改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

（工作物）
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）
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大気汚染防止法施行状況調査
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大気汚染防止法施行状況調査の概要

◼ 環境省では、毎年度、全国の都道府県及
び大気汚染防止法施行令で定める市を対
象に、大気汚染防止法で規定する各種施
設等に係る届出状況及び規制事務実施状
況に関する施行状況について調査を行い、
取りまとめている。（環境省HPで公開）

◼  令和６年度調査（令和５年度実績）は
令和７年３月公開

◼ 石綿に関しては、都道府県等の141地方公
共団体から回答

https://www.env.go.jp/air/osen/law/seko
u.html

https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.html
https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.html
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大気汚染防止法施行状況調査結果①

令和５年度事前調査結果報告件数：764,145件

（注）建築物と工作物の両方に係る解体等工事を行う場合があるため、内数の合計と全体の値は
一致しない。
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大気汚染防止法施行状況調査結果②

※吹付石綿、石綿含有断熱材等の除去等の作業

・石綿含有断熱材等追加
・特定粉じん排出等作業の規模要件撤廃

・工作物追加

・届出義務者を発注者に変更
・特定建築材料の使用の有無の調査等の義務付け

・事前調査結果の報告を義務付け
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大気汚染防止法施行状況調査結果③

・届出義務者を発注者に変更
・特定建築材料の使用の有無の調査等の義務付け
・立入検査の対象拡大

・工作物追加

・石綿含有断熱材等追加
・特定粉じん排出等作業の規模要件撤廃

※特定粉じん排出等作業を行わない解体等工事現場も含む

立
入
検
査
件
数

行
政
指
導
作
業
場
数

特定粉じん排出作業等現場※への立入検査・行政指導件数

・事前調査結果の報告を義務付け
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大気汚染防止法施行状況調査結果④

※特定粉じん排出等作業を行わない解体等工事現場も含む
※１つの作業場に複数の行政指導をすることがあるため、内訳の数値の合算と全体の値は一致しない。

令和５年度行政指導作業場数：17,847件

令和５年度特定粉じん排出作業等現場※に係る行政指導内容

事前調査   

12,824

届出書   838

掲示   12,324

作業基準等   

2,081

取り残し等   146

記録の保存等   54
その他   2,087
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その他 広報啓発の取組ほか
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発注者の配慮義務等

◼ 解体等工事の発注者は、元請業者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することその他
当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。（法第18
条の15第2項）

◼ 特定工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請
負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮
しなければならない。（法第18条の16第１項）

◼ ２ 前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部（特定粉じん排出
等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。）を他の者に請け負わせるとき及び当該特
定工事の全部又は一部を請け負つた他の者（その請け負つた特定工事が数次の請負契約によ
つて行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を
含む。以下「下請負人」という。）が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせ
るときについて準用する。（法第18条の16第２項）
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石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料（建築物関連）

環境省HP https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html
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石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料（工作物関連）

環境省HP https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html



環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
T E L  ：03-5521-8293
E-mail：kanri-kankyo@env.go.jp
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